
適時開示体制の概要 

 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

記 

 

公正、公平でかつ適時に必要な情報を開示するため、適時開示に該当すると想定される重要な会

社情報に関しては、当該情報の管轄部門から適宜、経営トップを委員長とする「開示情報委員会」に報

告され、開示の要否を決定する体制を構築しております。 

「開示情報委員会」の委員は、経理部門、法務部門、広報部門を統括する責任者と当該情報の管轄

部門の責任者で構成され、報告された案件に関して、適時開示の要否、開示時期、開示内容、開示方

法等の適時開示に必要な決定を迅速に行う役割を担っております。 

また、「開示情報委員会」は、重要な会社情報に関する開示統制の評価を含め、開示体制の構築と

維持整備を行う役割も同時に担っております。 

尚、決定事実に関する重要な会社情報に関しては、必要な社内での機関決定を経た後、速やかに

情報開示を行う体制となっております。 

 

以上 

 


